
- 1 - 

 

大阪府情報公開審査会答申（大公審答申第２３７号） 

〔「私立学校指導要録関係文書関係文書公開決定異議申立事案」他４件〕 

(答申日 平成２６年８月２２日) 

 

 

第一 審査会の結論 

  実施機関（大阪府知事）の決定は、いずれも妥当である。 

 

 

第二 異議申立てに至る経過等 

１ 別紙１番号１の事案 

平成２４年１２月２５日、異議申立人は、大阪府情報公開条例（以下「条例」という。）第６

条の規定により、大阪府知事（以下「実施機関」という。）（担当部署：府民文化部私学・大学

課（以下「私学大学課」という。））に対し、「私学大学課は、私立高等学校Ａの指導要領の引

き継ぎを欠く法令違反を指導不可とする法令通知。指導要録欠く際、指導基準分かるもの。２件」

（平成２４年度受付番号第１３２８号）の公開を求める請求を行った。 

平成２５年１月１５日、実施機関はこの請求に対し、別紙１記載の番号１の「決定の理由等」

欄の文書を対象文書として、公開決定を行った。 

同年３月１８日、異議申立人はこの決定を不服として、行政不服審査法第６条の規定により、

実施機関に対する異議申立てを行った。 

２ 別紙１番号２の事案 

平成２４年１２月２５日、異議申立人は、条例第６条の規定により、実施機関（担当部署：私

学大学課）に対し、「私学大学課の保有する不登校対策資料」の公開を求める請求（平成２４年

度受付番号第１３２９号）を行った。 

平成２５年１月１５日、実施機関はこの請求に対し、別紙１記載の番号２の「決定の理由等」

欄の文書を対象文書として、公開決定を行った。 

同年３月１８日、異議申立人はこの決定を不服として、行政不服審査法第６条の規定により、

実施機関に対する異議申立てを行った。 

３ 別紙１番号３の事案 

平成２４年１２月２５日、異議申立人は、条例第６条の規定により、実施機関（担当部署：福

祉部子ども室家庭支援課（以下「家庭支援課」という。））に対し、「児童家庭室の保有する不

登校対策資料、児童家庭室の保有する不就学対策資料」の公開を求める請求（平成２４年度受付

番号第１３３０号）を行った。 

平成２５年１月１０日、実施機関はこの請求に対し、別紙１記載の番号３の「決定の理由等」

欄記載の文書を対象文書として、公開決定を行った。 

同年３月１８日、異議申立人はこの決定を不服として、行政不服審査法第６条の規定により、

実施機関に対する異議申立てを行った。 

４ 別紙１番号４の事案 

別紙２～別紙６は省略 
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平成２４年１２月２５日、異議申立人は、条例第６条の規定により、実施機関（担当部署：総

務部人事室人事課（以下「人事課」という。））に対し、「職員研修資料内、地公法第２８・２

９・３０・３３・３５条分」の公開を求める請求（平成２４年度受付番号第１３３１号）を行っ

た。 

平成２５年１月４日、実施機関はこの請求に対し、別紙１記載の番号４の「決定の理由等」欄

の文書を対象文書として、公開決定を行った。 

同年３月１８日、異議申立人はこの決定を不服として、行政不服審査法第６条の規定により、

実施機関に対する異議申立てを行った。 

５ 別紙１番号５の事案 

平成２５年４月１９日、異議申立人は、条例第６条の規定により、実施機関（担当部署：家庭

支援課）に対し、「福祉部子ども室家庭支援課は、子家第３９６８号の国（厚生労働省・文部科

学省）見識・見解・見地分かるもの全部「不登校対策・不就学対策」求む。」の公開を求める請

求（平成２５年度受付番号第１４８号）を行った。 

同年５月２日、実施機関はこの請求に対し、条例第１３条第２項の規定により、不存在による

非公開決定を行い、別紙１に記載の理由を附して異議申立人に通知した。 

同年５月２８日、異議申立人はこの決定を不服として、行政不服審査法第６条の規定により、

実施機関に対する異議申立てを行った。 

６ これら５件の異議申立てのうち、番号１から４までは、いずれも同一日に請求の有った事案

であって、番号５の事案は番号３の事案に関連するものであることから、当審査会においては

一括して審議を行い、判断を行うこととした。 

 

 

第三 異議申立ての趣旨等、異議申立人の主張について 

   別紙１記載の本件各異議申立てにかかる、異議申立ての内容は、下表記載のとおりである。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第四 当審査会の判断理由 

１ 条例の基本的な考え方について 

行政文書公開についての条例の基本的な理念は、その前文及び第１条にあるように、府民の行

政文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、「知る権利」を保障し、そのことによっ

て府民の府政参加を推進するとともに府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の

異議申立事案の

番号（別紙１） 

異議申立書 

１ 別紙２ 

２ 別紙３ 

３ 別紙４ 

４ 別紙５ 

５ 別紙６ 
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増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府民の府政への信頼を深め、府民福祉の増進

に寄与しようとするものである。 

このように「知る権利」を保障するという理念の下にあっても、公開することにより、個人や

法人等の正当な権利・利益を害したり、府民全体の福祉の増進を目的とする行政の公正かつ適切

な執行を妨げ、府民全体の利益を著しく害することのないよう配慮する必要がある。 

 

２ 別紙１番号１の異議申立てについて 

（１）請求に至る事実経過等 

   当審査会が実施機関及び異議申立人とのやり取りの中から把握した事実経過は、次のとお

りである。 

本件請求は、私学大学課が私立高等学校Ａを適切に指導すべきであると主張して、「私学

大学課は、私立高等学校Ａの指導要録を引き継ぎ欠く法令違反を指導不可とする法令通知。

指導要録欠く際、指導基準分かるもの。２件」を求めてなされたものである。 

実施機関は、別紙１記載の番号１の「決定の理由等」欄の文書を対象文書として公開決定

を行い、異議申立人に開示した。 

（２）当事者の主張 

ア 当審査会は、口頭意見陳述における異議申立人の発言等から、異議申立人の主張を以下

のとおりと解した。 

  私（異議申立人）が、私立高等学校Ａが指導要録を中学校から引き継いでいないことを

法令違反だと、指摘したところ、私学大学課の当初の担当者は当該私立高等学校を指導し

たが、その後の担当者は、「法令違反があっても指導できない」と主張するばかりで、何

ら私の申入れに対応しない。法令違反であるのにその指導ができないとするのなら、その

根拠が存在するはずだ。 

イ 当審査会が、本件請求に至る経緯等について実施機関に確認したところ、実施機関の

説明は以下のとおりであった。 

私立高等学校Ａが、生徒の指導要録を引き継ぐ義務のある中学校から引き継いでいなか

ったことについては、今後このようなことのないよう、既に指導を行った。 

本件請求については、異議申立人の求める文書は存在しないため、請求の趣旨に関連し

うるものとして、私立学校の指導に関連する文書を対象文書と特定し、異議申立人に開示

したものである。 

（３）判断 

以上のことからすると、異議申立人の求める文書が存在しないため、本件請求の趣旨と関

連しうる文書を対象として公開決定したとする実施機関の主張に不自然・不合理な点はない。

また、異議申立人の求めるような文書が存在すると考えられる特段の事情も認められない。

よって、異議申立人の主張には理由がない。 

 なお、情報公開制度は、本来行政の保有する行政文書の公開を求めるものであって、情報

公開請求にかかる異議申立ては、公開を求める行政文書が公開されないことに対する不服を

述べるためのものである。従って、仮に本件異議申立てにおける異議申立人の主張が、私学

大学課が私立高等学校Ａを適切に指導していないことに抗議するという趣旨であれば、異議
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申立ての利益はない。 

 

３ 別紙１番号２の異議申立てについて 

（１）請求に至る事実経過等 

本件請求は、「私学大学課の保有する不登校対策資料」を求めてなされたものである。 

実施機関は、別紙１記載の番号２の「決定の理由等」欄の文書を本件請求の対象文書とし

て公開決定を行い、異議申立人に開示した。 

（２）当事者の主張 

ア 当審査会は、口頭意見陳述における異議申立人の発言等から、異議申立人の主張を以下

のとおりと解した。 

私学大学課の職員は、私立高等学校Ａが指導要録を引き継いでいないことについて何ら

指導も行わず、不登校対策を欠いている。また、私学大学課は、当該高等学校が通信制高

校であるから「不登校・不就学対策」というものがないという私立高等学校Ａの見解を肯

定しながらも、本件公開決定をしており、この決定にも矛盾がある。 

イ 当審査会が、本件請求に至る経緯等について実施機関に確認したところ、実施機関の説

明は以下のとおりであった。 

本件請求の趣旨は、通信制学校に対する不登校対策資料に限定されたものと推測される

が、これに該当する文書が存在しないため、本件請求の趣旨に関連しうるものとして、一

般的な「不登校対策」について言及された通知で最新のものを対象文書と特定し、異議申

立人に開示した。 

（３）判断 

以上のことからすると、異議申立人の求める文書が存在しないため、本件請求の趣旨と関

連しうる文書を対象として公開決定したとする実施機関の主張に不自然・不合理な点はない。

また、異議申立人の求めるような文書が存在すると考えられる特段の事情も認められない。

よって、異議申立人の主張には理由がない。 

 なお、情報公開制度は、本来行政の保有する行政文書の公開を求めるものであって、情報

公開請求にかかる異議申立ては、公開を求める行政文書が公開されないことに対する不服を

述べるためのものである。従って、仮に、本件異議申立てにおける異議申立人の主張が「不

存在決定をすべき」という趣旨であれば、異議申立ての利益はない。 

 

４ 別紙１番号３の異議申立てについて 

（１）請求に至る事実経過等 

本件請求は、「児童家庭室の保有する不登校対策資料、児童家庭室の保有する不就学対策

資料」を求めてなされたものである。 

実施機関は、別紙１記載の番号３の「決定の理由等」欄の文書を対象文書として公開決定

を行い、異議申立人に開示した。 

（２）当事者の主張 

ア 当審査会は、口頭意見陳述における異議申立人の発言等から、異議申立人の主張を以下

のとおりと解した。 
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不登校・不就学は、「ひきこもり」とは重なる概念ではなく、全く別のものであり、不

登校・不就学をひきこもりとすることは偏見である。府教育委員会の配付する「就学事務

の手引き」等を見ても、現在の学校教育法のもとでは、義務教育の期間に不就学は起こり

得ないことであり、不就学にかかる対策の文書として本件決定を行うことは、学校教育法

の考え方と矛盾している。 

イ 当審査会が、本件請求に至る経緯等について実施機関に確認したところ、実施機関の説

明は以下のとおりであった。 

「不登校対策・不就学対策」は家庭支援課の所管ではなく、異議申立人の求める文書は

保有していないが、本件請求の趣旨に関連しうるものとして、「ひきこもり対策」に関す

る資料のうち「不登校対策」について言及している部分を対象文書と特定し、異議申立人

に開示したものである。 

（３）判断 

以上のことからすると、異議申立人の求める文書が存在しないため、本件請求の趣旨と関

連しうる文書を対象として公開決定したとする実施機関の主張に不自然・不合理な点はない。

また、異議申立人の求めるような文書が存在すると考えられる特段の事情も認められない。

よって、異議申立人の主張には理由がない。 

 なお、情報公開制度は、本来行政の保有する行政文書の公開を求めるものであって、情報

公開請求にかかる異議申立ては、公開を求める行政文書が公開されないことに対する不服を

述べるためのものである。従って、仮に、本件異議申立てにおける異議申立人の主張が「不

存在決定をすべき」という趣旨であれば、異議申立ての利益はない。 

 

５ 別紙１番号４の異議申立てについて 

（１）請求に至る事実経過等 

本件請求は、「職員研修資料内、地公法第２８・２９・３０・３３・３５条分」を求め

てなされたものである。 

実施機関は、別紙１記載の番号４の「決定の理由等」欄の文書を対象文書として公開決定

を行い、異議申立人に開示した。 

（２）当事者の主張 

ア 当審査会は、口頭意見陳述における異議申立人の発言等から、異議申立人の主張を以下

のとおりと解した。 

 地方公務員法の該当条文の逐条解説を記載した文書を公開決定すべきである。 

イ 当審査会が、本件請求に至る経緯等について実施機関に確認したところ、実施機関の説

明は以下のとおりであった。 

 本件請求趣旨は、職員の分限・懲戒や服務に関して、人事課が職員研修資料として、職

員に示している直近の資料を知りたいとのことであると確認されたことから、本件公開決

定を行い、開示したものである。 

なお、異議申立人の求める地方公務員法の該当条文の逐条解説を記載した文書について

は、職員研修資料中には含まれてはいなかった。 

（３）判断 
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当審査会が、人事課の保有する本件請求の年度の職員研修資料を見分したところ、異議

申立人の求める文書は見当たらなかった。 

なお、職員研修資料の他に、地方公務員法の逐条解説書等の資料を実施機関が保有して

いるとしても、一般に市販されており、不特定多数の者に販売することを目的として発行

されている資料は、条例第２条第１項ただし書により行政文書には当たらず、その公開を

求めることはできないから、異議申立人の主張には理由がない。 

 

６ 別紙１番号５の異議申立てについて 

（１）請求に至る事実経過等 

本件請求は、異議申立書及び異議申立人の主張からすると、番号３の事案で「不登校対

策資料・不就学対策資料」の公開を求めたのに対し、「ひきこもり」に関連する資料が対

象文書として公開決定されたことに関連し、「福祉部子ども室家庭支援課は、子家第３９

６８号の国（厚生労働省・文部科学省）見識・見解・見地分かるもの全部『不登校対策・

不就学対策』求む。」を求めてなされたものである。 

（２）異議申立人の主張 

当審査会は、口頭意見陳述における異議申立人の発言等から、異議申立人の主張を以下の

とおりと解した。 

不登校対策資料の公開を求める請求に対し、「ひきこもり」に関する資料を公開決定した

以上は、「ひきこもり対策」が「不登校対策・不就学対策」であるといえる根拠があるはず

だ。 

（３）判断 

上記４（２）イ記載のとおり、「不登校対策・不就学対策」は家庭支援課の所管ではな

く、異議申立人の求める文書を保有していないが、請求の趣旨に関連しうるものとして、

「ひきこもり対策」に関する資料中の「不登校対策」について言及している部分を対象文

書と特定し、異議申立人に開示したとする実施機関の説明からすると、異議申立人の求め

る文書を保有していないとする実施機関の主張に不自然・不合理な点はないことから、実

施機関のさらなる主張を待つまでもなく、異議申立人の主張には理由がない。 

 

 

第五 結論 

以上のとおり、異議申立人の主張には、いずれの異議申立てにも理由がないから、「第一 

審査会の結論」のとおり答申するものである。 

 

 

（主に調査審議を行った委員の氏名） 

野呂充、松本哲治、小谷寛子、三成美保 
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（別紙１） 

1
平成24年12月25日
(平成24年度請求
受付番号第1328号）

私学大学課は、私立高等学校Ａの指導
要領の引き継ぎを欠く法令違反を指導
不可とする法令通知。指導要録欠く
際、指導基準分かるもの。２件

知事
（府民文化部私学・大学
課）

平成25年1月15日付け
私第2650号

公開

○対象文書
私立学校に対する指導について規定されて
いる法令等
・学校教育法、私立学校法、行政手続法、大
阪府行政手続条例、行政手続法の逐条解説
（逐条解説 行政手続法（18年改訂版））
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校等における児童制度の学習評価及び指導
要録の改善等についての通知

平成25年3月18日
平成24年度第9号

○請求内容中の「私立高等学校Ａ」は、
請求書中には、学校法人の名称が記載
されていたため匿名化したもの。

2
平成24年12月25日
(平成24年度請求
受付番号第1329号）

私学大学課の保有する不登校対策資
料

知事
（府民文化部私学・大学
課）

平成25年1月15日付け
私第2651号

公開

○対象文書
 「平成２３年度児童生徒の問題行動等生徒
指導上の諸問題に関する調査」結果につい
ての通知

平成25年3月18日
平成24年度第10号

3
平成24年12月25日
(平成24年度請求
受付番号第1330号）

児童家庭室の保有する不登校対策資
料
児童家庭室の保有する不就学対策資
料

知事
（福祉部子ども室家庭支
援課）

平成25年1月10日付け
子家第3153号

公開

○対象文書
・平成23年度大阪府ひきこもり等サポーター
連絡協議会事務担当者会議資料
・平成23年度大阪府ひきこもり等サポーター
連絡協議会資料
・平成24年度第1回大阪府ひきこもり等サ
ポーター連絡協議会資料

平成25年3月18日
平成24年度第11号

4
平成24年12月25日
(平成24年度請求
受付番号第1331号）

職員研修資料内、地公法第２８・２９・３
０・３３・３５条分

知事
(総務部人事室人事課）

平成25年1月4日付け
人事第2542号

公開

○対象文書
・コンプライアンス総合研修
 「公務員倫理・服務管理について」
・新任副主査等職員研修
 「公務員倫理について」

平成25年3月18日
平成24年度第12号

5
平成25年4月19日
(平成25年度請求
受付番号第148号）

福祉部子ども室家庭支援課は、子家第
３９６８号の国（厚生労働省・文部科学
省）見識・見解・見地分かるもの全部
「不登校対策・不就学対策」求む。

知事
（福祉部子ども室家庭支
援課）

平成25年5月2日付け
子家第1336号

不存在
非公開

公開請求のあった行政文書の送付を国から
受けていないため。

平成25年5月28日
平成25年度第4号

○子家第３９６８号とは、事案３の異議申
立てにかかる当審査会への実施機関の
諮問書

請求日
請求受付番号

番
号

実施機関
（担当室課）

公開請求の内容
(※ほぼ原文通り）

備  考
異議申立日
異議申立番号

決定の理由等
決定日

決定通知番号

決定
の
種類

 


